
安城市病児・病後児保育支援事業補助金交付要綱 

 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は予算の範囲内で交付する安城市病児・病後児保育支援事業補助

金（以下「補助金」という。）に関し、安城市補助金等の予算執行に関する規則

（昭和３９年安城市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、市内で「病児保育事業の実施について」

（平成２７年７月１７日付け雇児第０７１７第１２号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知。以下「国通知」という。）別紙の４（１）に規定する病児対応型

保育事業又は国通知別紙の４（２）に規定する病後児対応型保育事業（安城市病

児・病後児保育事業実施要綱（平成２１年７月１日施行）第２条ただし書の規定

により市から委託されているものを除く。以下「事業」という。）を実施するも

のであって、次の各号のいずれにも該当しているもの（以下「補助対象者という

」。）とする。 

（１）国通知別紙の６（１）又は６（２）に規定する実施要件を満たしていること。 

（２）事業を利用する児童の保護者から当該児童のかかりつけ医等が作成した医療

情報提供書を提出してもらっていること。 

（３）緊急時に、事業を利用する児童を受け入れてもらうための医療機関をあらか

じめ選定し、及び当該医療機関に事業の理解を求め、かつ、協力関係を構築し

ていること。 

（４）事業を利用する児童の体温その他の健康状態を的確に把握し、病状に応じて

安静を保てるようにしていること。 

（５）二次感染の防止を図ること。 

（６）事業を利用する児童の容態が急変した場合の対応について、適切な処置を講

ずることができる体制を構築していること。 

（７）事業を利用する児童の保護者から利用者負担額として、事業の利用１回につ

き２，０００円以上を徴収していること。 

（８）企業主導型保育事業費補助金等、補助金に類する助成を受けていないこと。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度において補助対象者が実施す



る事業を次の各号のいずれにも該当する児童が利用する回数の合計に１万円を乗

じて得た額とする。 

（１）市内に住所を有していること。 

（２）生後６か月から小学校３年生までであること。 

（３）次のア又はイのいずれかに該当していること。 

ア 病気の回復期に至らない場合であって、当面の症状の急変が認められず、

かつ、一時的に事業を実施する施設等で保育する必要があること。 

イ 病気の回復期であって、安静の確保等に配慮する必要があることを理由に

集団保育が困難であること。 

（４）保護者及び同居者の就労の状況、傷病、冠婚葬祭等の理由により、家庭にお

いて保育を受けることが困難であること。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第１による補助金等交付申

請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）歳入歳出予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第５条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は

補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、規

則様式第４による補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（１）事業報告書 

（２）歳入歳出決算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


